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か　

え　

て

は　

じ　

め　

に

江
戸
時
代
は
、
格
式
社
会
で
あ
る
。
儀
式
や
年
中
行
事
の
と
き
の
み
な
ら
ず
、
日
常

的
に
行
わ
れ
る
政
治
行
為
の
な
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
格
式
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
本

稿
で
は
、
そ
う
し
た
政
治
行
為
の
際
に
、
将
軍
へ
謁
見
す
る
場
所
や
、
老
中
・
若
年
寄

か
ら
申
し
渡
し
を
受
け
る
部
屋
に
着
目
し
、
そ
こ
で
は
、
大
名
・
幕
臣
・
陪
臣
な
ど
の

─
享
保
一
九
年
の
「
幕
府
日
記
」
を
素
材
に

─

身
分
・
地
位
に
よ
っ
て
、
い
か
な
る
格
差
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
し
た

い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
部
屋
に
よ
る
格
差
は
、
全
般
的
に
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
っ
た
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、
本
稿
で
引
用
す
る
史
料
は
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
享
保
一
九
年

（
一
七
三
四
）の
「
幕
府
日
記
」（
松
尾
美
恵
子
監
修
『
学
習
院
大
学
図
書
館
所
蔵
丹
鶴
城

旧
蔵
幕
府
史
料
』
一
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
、
以
下
「
日
記
」
と
略

す
）で
あ
る
。

一　

将
軍
の
「
表
出
御
」
と
謁
見

将
軍
吉
宗
は
、
享
保
一
九
年
の
場
合
、
年
始
・
八
朔
・
五
節
句
・
嘉
祥
・
玄
猪
な
ど

の
年
中
行
事
を
除
く
と
、
年
三
五
回
「
表
」
の
空
間
に
出
御
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
謁
見
を

う
け
た
。
そ
の
内
二
八
回
は
、
表
1
に
見
え
る
ご
と
く
、
月
次
御
礼
に
合
わ
せ
て
、
主

に
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
白
書
院
で
謁
見
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
以
外
で
は
、
三
月
一
五

日
・
一
九
日
、
四
月
一
五
日
・
一
八
日
、
六
月
一
一
日
・
一
三
日
、
一
二
月
一
一
日
の

（
1
）



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
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格
式

一
〇
〇

七
回
、
将
軍
は
「
表
」
に
出
御
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
三
月
一
五
日
は
尾
張
家
の
参

府
謁
見
、
同
一
九
日
は
紀
伊
家
の
暇
謁
見
、
一
二
月
一
一
日
は
尾
張
家
の
鷹
場
帰
府
謁

見
が
、「
奥
」
の
「
御
座
之
間
」
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
の
「
表
」
へ
の
出
御

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
四
月
一
五
日
・
一
八
日
、
六
月
一
一
日
・
一
三
日
の
四
回
は
、

大
名
の
参
勤
・
暇
御
礼
が
集
中
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
七
回
は
、
主
に
黒
書
院

で
謁
見
が
行
わ
れ
た
。

右
に
み
た
よ
う
に
、
将
軍
に
対
す
る
日
常
的
な
謁
見
の
多
く
は
、
月
次
御
礼
に
合
わ

せ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
月
次
御
礼
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
の

仕
組
み
を
み
て
お
こ
う
。

　
　
　
（
一
）　

月
次
御
礼
の
仕
組
み

図
1
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
絵
図
史
料
に
よ
っ
て
、
月
次
の
際
の
将
軍
の
行
動
を
復
元
し

月日 月次礼 その他の目見 場所 備考

正・15 ○ ○ 白書院
28 ○ ○ 同上

2・15 ○ ○ 白書院
黒書院勝手

28 ○ ○ 白書院
大広間

かひたん
目見

3・15 × ○ 黒書院 尾張家
参府謁見

19 × ○ 黒書院
山吹間

紀伊家
暇謁見

28 ○ ○ 白書院
黒書院勝手

4・ 1 ○ ○ 白書院
15 × ○ 黒書院 参勤礼
18 × ○ 同上 暇礼
28 ○ ○ 白書院

5・ 1 ○ ○ 同上
15 ○ ○ 同上
28 ○ ○ 同上

6・ 1 ○ ○ 同上
11 × ○ 黒書院 参勤礼
13 × ○ 同上 暇礼

28 ○ ○ 白書院
黒書院勝手

7・ 1 ○ ○ 白書院

28 ○ ○ 黒書院
白書院

加賀前田家
参勤謁見

8・15 ○ ○ 白書院
28 ○ ○ 同上

9・ 1 ○ ○ 同上
15 ○ ○ 同上
28 ○ ○ 同上

10・ 1 ○ ○ 同上

15 ○ ○ 白書院
黒書院勝手

28 ○ ○ 白書院
11・ 1 ○ ○ 同上
15 ○ ○ 同上

28 ○ ○ 白書院
黒書院勝手

12・ 1 ○ ○ 白書院

11 × ○ 黒書院
山吹間

尾張家鷹場
帰府謁見

15 ○ ○ 白書院

28 ○ ○ 白書院
黒書院勝手

計 28 35

表１　将軍の「表」出御（享保19年〔1734〕）

註　享保19年の「幕府日記」（松尾美恵子監修
『学習院大学図書館所蔵丹鶴城旧蔵幕府史料』
1巻、ゆまに書房、2007年、所収）により作成。

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表
2
は
、
そ
の
と
き
に
お
け
る
、
大
名
・
諸
役
人
な
ど
の
謁
見

順
・
謁
見
場
所
・
謁
見
形
式
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
1
・
表
2
に
よ
り
、

月
次
御
礼
の
仕
組
み
を
み
て
お
こ
う
。

将
軍
は
、「
奥
」
か
ら
御
成
廊
下
を
通
っ
て
「
表
」
に
出
御
し
、
黒
書
院
上
段
に
着

座
す
る
。
最
初
に
目
見
え
す
る
の
は
、
御
三
家
や
加
賀
金
沢
前
田
家
な
ど
の
大
廊
下
席

で
あ
る
。
官
位
の
高
い
順
に
、
下
段
下
か
ら
一
畳
目（
図
1
の
①
、
以
下
同
じ
）に
座
っ
て

独
礼
を
行
う
。
続
い
て
、
近
江
彦
根
井
伊
家
・
陸
奥
会
津
松
平
家
・
讃
岐
高
松
松
平
家

な
ど
の
溜
詰（
溜
之
間
詰
）が
、
下
段
縁
頬
下
か
ら
一
畳
目（
②
）に
複
数（
横
並
び
）で
座
っ

て
謁
見
す
る
。

こ
れ
が
終
わ
る
と
、
将
軍
は
上
段
か
ら
下
段
に
移
り
、
そ
こ
に
立
御
す
る
。
そ
れ

以
前
、
雁
之
間
詰
大
名（
詰
衆
）は
西
湖
之
間
東
縁
頬（
③
）、
芙
蓉
之
間
役
人
や
中
之
間

衆
な
ど
は
羽
目
之
間（
③
）に
集
団
で
着
座
し
て
い
た（
図
2
参
照
）。
芙
蓉
之
間
役
人
は
、

殿
席
が
同
部
屋
の
町
奉
行
・
勘
定
奉
行
・
遠
国
奉
行
な
ど
、
中
之
間
衆
は
、
殿
席
が
同
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④④⑤⑤
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⑦⑦

西

図1　月次のときの将軍の行動と謁見場所

註　「御本丸表向御座敷絵図」（『徳川礼典録附図』）により作成。将軍の行動は推測も含む。
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一
〇
二

部
屋
の
小
普
請
奉
行
・
勘
定
吟
味
役
な
ど
で
あ
る
。
将
軍
立
御
の
の
ち
、
老
中
両
名
が

左
右
か
ら
、
下
段
と
西
湖
之
間
と
の
間
に
あ
る
襖
を
開
き
、
立
礼
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
の
ち
将
軍
は
、
松
溜
・
竹
之
廊
下
を
通
っ
て
白
書
院
に
出
御
し
、
上
段
に
着
座

す
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
大
広
間
席
と
、
帝
鑑
之
間
席
の
う
ち
四
品（
従
四
位
下
）以
上
の

大
名
が
、
独
礼
を
行
う（
④
）。
座
席
は
、
中
将
が
下
段

4

4

下
か
ら
三
畳
目
、
少
将
が
下
段

下
か
ら
二
畳
目
、侍
従
が
下
段
下
か
ら
一
畳
目
、四
品
は
縁
頬

4

4

下
か
ら
一
畳
目
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
官
位
が
高
い
程
、
将
軍
に
近
い
位
置
で
謁
見
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
つ
い

で
、
帝
鑑
之
間
席
と
柳
之
間
席
の
諸
大
夫（
従
五
位
下
）大
名
が
、
縁
頬
下
か
ら
一
畳
目

殿席・役職 謁見順 謁 見 場 所 謁見形式
大廊下席 ① 黒書院下段下から1畳目 独礼
溜之間詰 ② 黒書院下段縁頰下から1畳目 複数（4人くらい）
雁之間詰

③
黒書院西湖之間東縁頰

襖開き立礼芙蓉之間役人・
中之間衆など 羽目之間

大広間席・
帝鑑之間席 ④ 白書院下段（侍従以上）・縁

頰（四品） 独礼

帝鑑之間席・
柳之間席 ⑤ 白書院下段縁頰下から1畳目

（諸大夫） 5人宛

諸番頭・
諸役人 ⑥ 白書院帝鑑之間から紅葉之

間西縁頰にかけて 襖開き立礼

菊之間縁頰詰 ⑦ 雁之間 入御の節集団

表2　月次における大名・諸役人の謁見場所と形式

註　深井雅海編『江戸時代武家行事儀礼図譜』1〜 7巻（東洋書林、2001
〜 2002年）、高澤憲治監修『未刊松平定信史料』2巻（ゆまに書房、2017
年）より作成。大広間席・帝鑑之間席については、侍従は下から1畳目、
少将は下から2畳目、中将は下から3畳目に座って謁見した。

図2　雁之間詰（詰衆）、芙蓉之間役人など謁見の図

註　深井雅海編『江戸時代武家行事儀礼図譜』3巻（東洋書林、
2001年）260頁の図より引用。文章を一部削除した。

に
、
五
人
宛
横
に
並
ん
で
目
見
え
し
た（
⑤
）。

そ
れ
が
終
了
す
る
と
、
将
軍
は
上
段
か
ら
下
段
に
降
り
、
そ
こ
に
立
御
す
る
。
こ
れ

以
前
、
大
番
頭
や
書
院
番
頭
な
ど
の
番
頭
や
諸
役
人
な
ど
が
、
帝
鑑
之
間
か
ら
紅
葉
之

間
西
縁
頬
に
か
け
て
列
座
し
て
い
た（
⑥
、
図
3
参
照
）。
将
軍
立
御
の
の
ち
、
老
中
両

名
が
左
右
か
ら
、
下
段
と
帝
鑑
之
間
と
の
間
に
あ
る
襖
を
開
き
、
立
礼
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
の
ち
、
将
軍
は
上
段
に
上
が
り
、
御
帳
台
→
納
戸
構
→
山
吹
之
間
細
廊
下
→
山

吹
之
間
→
羽
目
之
間
の
端
→
黒
書
院
西
湖
之
間
と
囲
炉
裏
之
間
の
東
側
に
あ
る
縁
頬
を

通
っ
て
、「
奥
」
へ
入
御
し
た
。
こ
の
間
、
菊
之
間
縁
頬
詰
大
名
は
、
雁
之
間（
⑦
）に
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一
〇
三

集
団
で
着
座
し
、
通
御
の
謁
見
を
行
っ
た
。

以
上
が
、
月
次
御
礼
の
お
お
よ
そ
の
状
況
で
あ
る
。

　
　
　
（
二
）　

将
軍
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
謁
見

す
で
に
表
1
で
見
た
ご
と
く
、
将
軍
の
「
表
」
へ
の
出
御
は
、
月
次
御
礼
に
合
わ
せ

て
の
白
書
院
へ
の
出
御（
二
八
回
）と
、
そ
れ
以
外
の
黒
書
院
へ
の
出
御（
七
回
）に
分
け

ら
れ
る
。

ま
ず
、「
奥
」に
近
接
す
る
黒
書
院
へ
の
出
御
か
ら
み
よ
う
。〔
史
料
1
〕は
、「
日
記
」

の
三
月
一
九
日
条
で
あ
る（
以
下
、
史
料
中
の
傍
線
・
点
は
筆
者
）。

〔
史
料
1
〕

　
　
　
　

御
座
之
間

図3　番頭・諸役人など謁見の図

註　深井雅海編『江戸時代武家行事儀礼図譜』3
巻（東洋書林、2001年）342頁の図より引用。

　
御
鷹
三
居

御
馬
三
疋�

紀
御
暇
伊
中
納
言
殿

右
被
進
之
、　
　

御
対
顔
以
前
於
竹
之
間
御
饗
応
有
之
、
相
済
而
為
御
礼
従
御
部

屋
御
立
帰
、
於
御
白
書
院
西
之
御
縁
頬
御
老
中
被
懸
御
目
候

　
　
　
　

御
黒
書
院

紀
伊
殿
家
来

紗
綾
五
巻�

三
浦
長
伯
耆

門
守　

同�

水
野
美
濃
守　

同
三
巻�

水
野
勘
隠
岐

解
由　

同�

木
下
次
郎
四
郎

同
二
巻�

芦
川
甚
伯
耆

五
郎　

同�

井
関
弥
五
助　

同�

畔
柳
甚
左
衛
門

同�

正
木
五
郎
右
衛
門

同�

安
藤
札
右
衛
門

同�

小
野
杉
右
衛
門

　
　
　
　

御
勝
手
よ
り

家
督
之
御
礼

寄
合

煩�

小
堀
金
十
郎　

初
而

御
目
見

同

御
太
刀

銀
馬
代�

松
平
主
主
水膳　
　

　
　
　
（
一
一
名
略
）

　
　
　
　

入
御
之
節　

御
通
か
け

　
　
　
　

山
吹
之
間
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一
〇
四

　
家
督�

一
同
之
御
隠
岐礼　

右
の
「
日
記
」
に
よ
る
と
、「
奥
」
の
「
御
座
之
間
」
で
紀
伊
家
当
主
の
暇
御
礼
が

行
わ
れ
た
後
、
将
軍
は
黒
書
院
に
出
御
し
、
紀
伊
家
家
来
一
〇
名
の
目
見
え
が
挙
行
さ

れ
た
。
つ
い
で
「
御
勝
手
よ
り
」
で
、
旗
本
の
家
督
御
礼
や
初
め
て
の
目
見
え
が
執
り

行
わ
れ
た
。
で
は
、
こ
の
「
御
勝
手
よ
り
」
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

時
期
は
異
な
る
が
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
年
録
」
に
よ
れ
ば
、
幕
末
の
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）正
月
七
日
に
、
将
軍
は
黒
書
院
に
出
御
し
、
御
三
家
・
溜
詰
大
名
な
ど
の

七
種
の
御
礼
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
二
名
の
官
位
の
御
礼
が
あ
り
、
そ
の
後
、「
御
勝
手

ゟ
」
で
、
下
田
へ
出
張
し
て
帰
府
し
た
筒
井
肥
前
守（
大
目
付
）・
川
路
左
衛
門
尉（
勘
定

奉
行
）・
村
垣
与
三
郎（
勘
定
吟
味
役
）三
名
の
謁
見
が
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
の
村
垣

与
三
郎
の
日
記（「
村
垣
淡
路
守
公
務
日
記
」
之
五
）に
は
、「
御
勝
手
ゟ

4

4

4

4

筒
井
肥
前
守
・
川

路
左
衛
門
尉
・
自
分
順
々
罷
出
、
名
披
露
松
平
伊
豆
守
、
下
田
御
用
仕
廻
罷
帰
候
旨
、

紀
伊
守
殿
御
取
合
、
大
儀
与　
　

上
意
有
之
、
上
意
を
蒙
難
有
う
と
御
取
合
、
済
而
自

分
ゟ
順
々
引
、
山
吹
之
間
通
り
引
」
と
記
さ
れ
、
図（
図
4
）が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
村
垣
の
日
記
か
ら
、「
幕
府
日
記
」
に
記
さ
れ
た
、
黒
書
院
の
「
御
勝
手
よ

り
」
は
、
山
吹
之
間
に
待
機
し
た
の
ち
、
黒
書
院
下
段
縁
頬
に
出
席
し
て
、
謁
見
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、「
年
録
」
の
安
政
二
年
正
月
七
日
条
の
続
き
に
は
、「
入
御
之
節　

御
通
か

け　
　

御
勝
手
之
方
」
と
し
て
、
地
震
の
見
分
か
ら
帰
府
し
た
勘
定
組
頭
の
吉
川
幸
七

郎
、
下
田
出
張
か
ら
帰
府
し
た
勘
定
吟
味
方
改
役
の
青
山
弥
惣
左
衛
門
、
同
じ
く
勘

定
・
評
定
所
留
役
の
菊
地
大
助
、
地
震
の
見
分
か
ら
帰
府
し
た
勘
定
の
田
辺
彦
十
郎
の

目
見
え
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
村
垣
の
日
記
に
は
、「
羽
目
之
間
御
礼
衆
之

4

4

4

4

4

4

4

4

脇4

江4

、
駿
州
御
城
其
外
地
震
ニ
付
見
分
御
用
仕
舞
罷
帰
候
御
勘
定
組
頭
吉
川
幸
七
郎
、

下
田
御
用
仕
舞
青
山
弥
惣
右

（
マ
マ
）衛
門
・
菊
地
大
助
居
付

4

4

、　
　

入
御
之
節
、　

御
目
見
相

（
2
）

図4　筒井肥前守他謁見の図（黒書院）

註　「村垣淡路守公務日記之五」（『大日本古文書　幕末外国関係文書　附
録之三』）124頁の図より引用。文章を一部削除した。

済
、
奉
行
・
同
役
付
添
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
年
録
」
の
「
御
勝
手

之
方
」
は
、
村
垣
の
日
記
か
ら
、
羽
目
之
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
吉
川

ら
四
名
は
、
羽
目
之
間
で
の
七
種
の
御
礼
衆
の
脇
に
着
座
し
、
将
軍
が
「
奥
」
へ
入
御

す
る
と
き
、
通
御
の
謁
見
を
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
享
保
一
九
年
三
月
一
九
日
の
「
日
記
」（〔
史
料
1
〕）の
末
尾
に
は
、「
入
御
之

節　

御
通
か
け　
　

山
吹
之
間
」
と
記
さ
れ
、
将
軍
が
「
奥
」
へ
入
御
す
る
際
、
山
吹

之
間
で
、
家
督
相
続
者
一
同
の
通
御
の
目
見
え
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（
図
5
参

照
）。
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一
〇
五

つ
ぎ
に
、
白
書
院
へ
の
出
御
を
み
よ
う
。〔
史
料
2
〕
は
、「
日
記
」
の
二
月
一
五
日

条
で
あ
る
。

〔
史
料
2
〕

一
、
月
次
之
御
礼
相
済

　
　
　
　

御
白
書
院

図5　山吹之間での通御の謁見

註　深井雅海編『江戸時代武家行事儀礼図譜』1巻
（東洋書林、2001年）132〜 133頁の図より引用。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
月
次
御
礼
が
一
通
り
終
わ
っ
た
の
ち
に
、
ふ
た
た
び
将
軍
が
白
書

院
な
ど
に
出
御
し
、
他
の
謁
見
が
執
り
行
わ
れ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は

な
い
。
他
の
目
見
え
も
、
月
次
御
礼
の
行
事
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
将
軍
の
負
担
を
少
し
で
も
軽
く
す
る
た
め
、
謁
見
が
合
理
化
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
表
2
と
図
1
で
示
し
た
月
次
御
礼
の
大
広
間
席
・
帝
鑑
之
間
席
・
柳
之

間
席
大
名
の
謁
見（
④
・
⑤
）の
後
に
、〔
史
料
2
〕
に
見
え
る
大
名
の
参
勤
・
暇
、
寺

社
の
年
始
御
礼
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、「
御
勝
手
よ
り
」
で
、
二
条
城
在

番
の
大
番
頭
・
同
組
頭
の
暇
、
甲
府
勤
番
支
配
の
参
上
、
大
坂
目
付
代
の
暇
の
目
見
え

が
執
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
白
書
院
勝
手
＝
帝
鑑
之
間
に
控
え
た
の
ち
、
白
書
院
下
段

縁
頬
に
出
席
し
て
、
謁
見
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
、
遠
国
寺
社
や
長
崎
奉
行
な
ど
が
、「
御
次
一
同
」
で
、
年
始
の
御
礼
を

同長
崎
町
（
マ
マ
）奉
行

紅
縮
緬
二
十
巻

綸
子

十

端�

高
島
四
郎
兵
衛

同

御
筆
一
箱�

小
法
師
勝
見　

同石
見
せ
か
れ

同
一
箱�

同　

善
太
郎　

　
　
　

御
納
戸
構

二
条
在
番
御
暇

銀
十
枚�

両
組
大
御
番　

�

同　

せ
か
れ
共

　
　
　

入
御
之
節　

御
通
か
け

　
　
　

御
黒
書
院
御
勝
手

参
上

大
坂
御
金
奉
行

箱
肴�

大
岡
小
右
衛
門

図6　在番番士の通御の謁見

註　深井雅海編『江戸時代武家行事儀礼図譜』3巻（東洋書林、2001年）364頁
の図より引用。

行
っ
た
。
こ
の
「
御
次
一
同
」
は
、
帝
鑑
之
間
、
も
し
く
は
そ
の
東
縁
頬
で
集
団
に
よ

り
目
見
え
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
も
月
次
御
礼
に
よ
り
帝
鑑

之
間
で
立
礼
が
行
わ
れ
る
と
き
、
一
緒
に
謁
見
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

「
御
納
戸
構
」
で
、
二
条
城
在
番
で
赴
任
す
る
大
番
士
と
そ
の
息
子
た
ち
の
謁
見
が
挙

行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
将
軍
が
月
次
御
礼
の
際
、
白
書
院
上
段
か
ら
御
帳
台
を
経
て
、

納
戸
構
を
通
る
と
き
、
通
御
の
目
見
え
と
し
て
行
わ
れ
た（
図
6
参
照
）。
最
後
に
、「
入
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御
之
節　

御
通
か
け　
　

御
黒
書
院
御
勝
手
」
に
よ
り
、
参
上
し
た
大
坂
金
奉
行
の
謁

見
が
執
り
行
わ
れ
た
。
こ
れ
も
、
将
軍
が
月
次
御
礼
で
「
奥
」
へ
入
御
す
る
際
、
山
吹

之
間
か
ら
羽
目
之
間
を
通
る
と
き
、
羽
目
之
間
に
控
え
た
通
御
の
目
見
え
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
へ
謁
見
す
る
場
合
、
黒
書
院
、
そ
の
勝
手
よ
り
、
白
書
院
、

そ
の
勝
手
よ
り
、
御
次
一
同
、
納
戸
構
な
ど
の
区
別
が
あ
っ
た
。
こ
の
場
所
と
行
事

と
の
関
係
性
を
み
た
の
が
、
表
3
で
あ
る
。
年
間
で
、
五
三
〇
名
以
上
の
目
見
え
が

行
わ
れ
て
い
る
。
多
い
の
は
、
大
名
の
参
勤
・
暇
礼
と
、
役
人
の
参
上
・
暇
礼
で
あ

部屋
行事 黒書院 同勝手 白書院 同勝手 同御次

一同
同
納戸構 計

大名参勤・暇 123 59 182
役人参上・暇 25 16 65 14 25 145
寺社礼 34 8 42
初目見 11 22 16 1 13 63

役儀・加増・官位礼 5 28 33
家督・隠居礼 3 6 8 1 18

婚姻・病後・歳暮礼 22 2 3 27
御三家家来目見 10 10
大名家来目見 10 10

計 177 28 193 67 24 41 530

表3　将軍（名代世子）への謁見

註　享保19年の「幕府日記」（松尾美恵子監修『学習院大学図書館所蔵丹鶴
城旧蔵幕府史料』1巻、ゆまに書房、2007年、所収）により作成。役職
しか書かれていない場合は1とした。10人未満は省略した。

る
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
、

六
一
・
六
％
に
な
る
。
つ
い
で

多
い
の
が
、
初
め
て
の
目
見
え

の
一
一
・
八
％
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
将
軍
へ
の
謁
見
は
、

こ
の
三
者
が
大
半
を
占
め
て
い

た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
こ
の
表
を
基
に
、
将

軍
へ
の
目
見
え
に
、
ど
の
よ
う

な
格
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の

か
、
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
部

屋
に
よ
る
違
い
が
あ
る
。
す
で

に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
黒
書

院
・
同
勝
手
・
白
書
院
・
同
勝

手
で
の
謁
見
は
、
基
本
的
に
対

面
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
白
書
院
御
次
一
同
は
立

御
の
目
見
え
、
白
書
院
納
戸
構
や
入
御
之
節
山
吹
之
間
・
黒
書
院
勝
手（
羽
目
之
間
）は
、

通
御
の
目
見
え
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
じ
行
事
で
あ
り
な
が
ら
、
謁
見
す
る
部
屋
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
主
な
行
事
ご
と
に
、
ど
の
よ
う
な
格

差
が
み
ら
れ
る
の
か
、
み
て
み
よ
う
。

大
名
参
勤
・
暇
礼
は
、
黒
書
院
と
白
書
院
で
実
行
さ
れ
た
。
黒
書
院
で
の
謁
見
は
、

一
二
三
名
中
の
ほ
と
ん
ど
、
九
五
％
が
四
月
一
五
日
・
一
八
日
、
六
月
一
一
日
・
一
三

日
の
四
日
間
に
集
中
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
目
見
え
は
、
主
に
月
次
御
礼

の
と
き
、
白
書
院
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
の
な
か
で
は
、
下
段
の
内
へ

入
っ
て
謁
見
で
き
る
か
否
か
、
独
礼

か
集
団
か
の
区
別
が
あ
っ
た
。
こ
れ

に
は
各
大
名
の
官
位
が
影
響
し
て
お

り
、
下
段
の
内
へ
入
っ
て
独
礼
で
き

る
の
は
侍
従
以
上
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
役
人
の
参
上
・
暇
礼
を

み
よ
う
。
表
4
は
、
役
人
な
ど
が
ど

の
部
屋
で
参
上
・
暇
礼
を
行
な
っ
た

か
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
白
書
院
で
は
大
名
役
と
交
代

寄
合
、
同
勝
手
で
は
旗
本
の
う
ち
布

衣
役
以
上（
た
だ
し
、
小
性
組
と
書
院

番
は
御
目
見
以
上
の
役
で
あ
る
が
、
布

衣
役
の
使
番
と
一
緒
に
上
使
と
し
て
出

張
し
て
い
る
）、
同
御
次
一
同
・
同
納

戸
構
・
入
御
之
節
黒
書
院
勝
手
で

（
3
）

部屋 白書院 同勝手 同御次
一同 同納戸構 入御之節　

黒書院勝手

職
名
な
ど

大坂加番 伏見奉行 代官 書院番 二条鉄炮奉行
駿府加番 大番頭・同組頭 大坂破損奉行 代官
那須衆 書院番頭・同組頭 大番 漆奉行

小性組番頭 代官 勘定
甲府勤番支配 漆奉行 数寄屋頭
遠国奉行 勘定
使番・書院番 呉服師後藤
使番・小性組
勘定吟味役

表4　役人の参上・暇に見る部屋の格式

註　享保19年の「幕府日記」（松尾美恵子監修『学習院大学図書館所蔵
丹鶴城旧蔵幕府史料』1巻、ゆまに書房、2007年、所収）により作成。
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は
、
御
目
見
以
上
の
役
が
、
そ
れ
ぞ
れ
謁
見
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
名
役
と
布

衣
役
以
上
は
対
面
形
式
、
御
目
見
以
上
は
立
御
か
通
御
の
目
見
え
を
行
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
村
垣
の
日
記
の
安
政
二
年
正
月
七
日
条
に
見
え
る
、
勘
定
吟

味
役
の
村
垣
な
ど
布
衣
役
以
上
の
者
は
黒
書
院
で
の
対
面
形
式
の
謁
見
、
勘
定
組
頭
の

吉
川
な
ど
格
下
の
御
目
見
以
上
の
者
は
羽
目
之
間
で
の
通
御
の
目
見
え
と
い
う
記
述
と

符
号
し
、
か
か
る
格
式
が
幕
末
期
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

他
の
行
事
で
の
格
差
に
つ
い
て
は
今
回
は
省
略
す
る
が
、
将
軍
へ
の
謁
見
は
、
目
見

え
す
る
者
の
身
分
・
地
位
に
よ
り
、
事
細
か
に
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
対
面
形
式
・
立
御
・
通
御
の
謁
見
の
い
ず
れ
か
、
独
礼
か
複
数
人
・
集
団
で
の
目

見
え
か
、
さ
ら
に
は
、
謁
見
す
る
際
の
将
軍
と
の
距
離
に
よ
る
格
差
な
ど
で
あ
る
。
こ

う
し
た
格
式
が
、
大
名
の
場
合
は
殿
席
と
官
位
に
よ
り
、
役
人
の
場
合
は
、
大
名
役
・

布
衣
役
以
上
・
御
目
見
以
上
と
い
う
地
位
に
よ
り
、
定
め
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
大

名
・
諸
役
人
が
、
日
常
的
に
謁
見
す
る
と
き
の
行
事
や
部
屋
は
表
3
に
示
し
た
と
お
り

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
目
見
え
は
、
将
軍
が
「
表
」
に
出
御
す
る
と
き
、
と
く
に
、

月
次
御
礼
に
組
み
込
ま
れ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

部屋
行事

黒・白書院
西縁頰

白書院
縁頰

黒書院
溜 羽目間 雁間 芙蓉間 右筆部屋

縁頰 菊間 菊間
縁頰 中間 帝鑑間 躑躅間 焼火間 檜間 柳間 大廊下 計

跡目申渡 3 168 59 230
拝領物・褒美下賜 3 8 39 46 91 11 9 2 209
御三家使者逢 1 130 52 183
役職任・免他 2 2 98 8 31 141
番入 7 70 4 51 132
縁組申渡 54 4 58
官位仰付 17 1 19 1 38
内書・奉書渡 7 6 2 8 11 3 37
巣鷹・鶴・雁下賜 3 24 7 34
組中引渡 4 11 3 18
寺社・楽人暇 16 16
発足・帰着逢 15 15
御三家と逢 15 15
町医師目見仰付 13 13
日光准后使者逢 11 11
住職申渡 8 8

朱印・下知状伝達 1 4 3 8
名代・使申渡 5 5

計 15 86 29 14 24 88 145 172 70 8 11 363 53 20 21 52 1171

部屋
行事 躑躅間 焼火間 右筆部屋

縁頰
菊間
縁頰 新部屋 納戸前 計

役職任・免 7 32 1 2 42
拝領物・褒美下賜 4 15 1 1 21
跡目・養子申渡 1 5 6
大坂城代引渡・
大坂目付代仰付 4 4

使者仰付 3 3
計 11 47 9 2 1 6 76

表6　若年寄による申し渡し

註　享保19年の「幕府日記」（松尾美恵子監修『学習院大学図書館所蔵
丹鶴城旧蔵幕府史料』1巻、ゆまに書房、2007年、所収）により作成。

二　

老
中
・
若
年
寄
に
よ
る
申
し
渡
し

「
表
」
の
長
官
・
副
長
官
に
あ
た
る
老
中
・
若
年
寄
は
、
大
名
・
幕
臣
・
陪
臣
に
対

し
、
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
申
し
渡
し
を
行
っ
て
い
た
。
享
保
一
九
年
一
年
間
に
お
け
る
行

事
と
部
屋
の
関
係
性
に
つ
い
て
み
た
の
が
、
表
5
と
表
6
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

老
中
・
若
年
寄
が
申
し
渡
し
た
人
数
は
一
二
四
七
名
に
及
び
、
な
か
で
も
、
老
中
が
圧

倒
的
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
老
中
が
申
し
渡
し
た
行
事
の
内
訳
を
み
る
と
、
跡
目
、

拝
領
物
・
褒
美
下
賜
、
役
職
任
免
、
番
入

が
六
〇
・
八
％
、
こ
れ
に
御
三
家
使
者
に

逢
う
を
加
え
る
と
七
六
・
四
％
と
な
り
、

大
部
分
を
占
め
る
。
つ
ま
り
、
御
三
家
使

者
と
の
面
会
を
除
く
と
、
家
督
相
続
と
役

職
関
係
、
拝
領
物
と
褒
美
下
賜
が
多
く
、

こ
れ
は
若
年
寄
も
同
様
で
あ
っ
た
。

注
意
す
べ
き
は
、
同
じ
行
事
を
申
し
渡

す
場
合
に
部
屋
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
申
し
渡
し
を
受
け
る
者

の
身
分
・
地
位
に
応
じ
て
、
部
屋
を
変
え

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

で
は
、
大
名
・
旗
本
と
、
御
家
人
・
大

名
家
臣
に
項
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対

す
る
主
な
申
し
渡
し
の
実
状
を
み
て
み
よ

う
。
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九

註　享保19年の「幕府日記」（松尾美恵子監修『学習院大学図書館所蔵丹鶴城旧蔵幕府史料』1巻、ゆまに書房、
2007年、所収）により作成。

部屋
行事

黒・白書院
西縁頰

白書院
縁頰

黒書院
溜 羽目間 雁間 芙蓉間 右筆部屋

縁頰 菊間 菊間
縁頰 中間 帝鑑間 躑躅間 焼火間 檜間 柳間 大廊下 計

跡目申渡 3 168 59 230
拝領物・褒美下賜 3 8 39 46 91 11 9 2 209
御三家使者逢 1 130 52 183
役職任・免他 2 2 98 8 31 141
番入 7 70 4 51 132
縁組申渡 54 4 58
官位仰付 17 1 19 1 38
内書・奉書渡 7 6 2 8 11 3 37
巣鷹・鶴・雁下賜 3 24 7 34
組中引渡 4 11 3 18
寺社・楽人暇 16 16
発足・帰着逢 15 15
御三家と逢 15 15
町医師目見仰付 13 13
日光准后使者逢 11 11
住職申渡 8 8

朱印・下知状伝達 1 4 3 8
名代・使申渡 5 5

計 15 86 29 14 24 88 145 172 70 8 11 363 53 20 21 52 1171

表5　老中による申し渡し

　
　
　
（
一
）　

大
名
・
旗
本
に
対
す
る
申
し
渡
し

　
　
　
　
　
ａ　

跡
目
・
番
入
・
役
職
任
免
の
申
し
渡
し

ま
ず
、
跡
目
の
申
し
渡
し
か
ら
、
実
例
を
掲
示
し
よ
う
。

〔
史
料
3
〕　
「
日
記
」
三
月
九
日
条

但
馬
守
嫡
子

土
屋
左
門　
　

　
名
代

　
　

土
屋
平
八
郎

右
被
為　
　

召
、
亡
父
但
馬
守
遺
領
無
相
違
被
下
、
雁
之
間
席
被　

仰
付
之
旨
、

於
芙
蓉
之
間
御
老
中
列
座
、
左
近
将
監
殿
被
仰
渡
之

〔
史
料
4
〕　
「
日
記
」
九
月
三
日
条

森
川
源
之
允　

同
道　
　
　
　
　

井
上
遠
江
守　

右
被
為
　
　
召
、
内
膳
正
願
置
候
通
聟
養
子
被
　
　
仰
付
、
遺
領
無
相
違
被
下
之

旨
、
於
芙
蓉
之
間
ニ
御
老
中
列
座
、
中
務
大
輔
殿
被
仰
渡
之

〔
史
料
5
〕　「
日
記
」
五
月
三
日
条

　
　
　
　
菊
之
間

　
　
　
　
　
跡
目

表
高
家

式
部
惣
領

　
表
高
家�

横
瀬
左
衛
門　

御
使
番

三
六
郎
惣
領

�

堀　

十
蔵　
　

名
代

　
　

津
田
外
記
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〔
史
料
3
〕
は
、
常
陸
土
浦
城
主（
九
万
五
〇
〇
〇
石
）土
屋
陳
直
が
享
保
一
九
年
正
月

一
六
日
に
死
去
し
た
た
め
、
そ
の
遺
領
相
続
を
息
子
左
門（
当
時
三
歳
）に
、〔
史
料
4
〕

は
、
下
総
生
実
一
万
石
の
領
主
森
川
俊
常
が
同
年
七
月
一
日
に
没
し
た
た
め
、
そ
の
遺

領
相
続
を
婿
養
子
の
源
之
允
俊
令
に
、
そ
れ
ぞ
れ
許
可
し
た
記
事
で
あ
る
。
共
に
、
老

中
列
座
の
う
え
、
芙
蓉
之
間
に
お
い
て
、
月
番
老
中
の
松
平
乗
邑
、
本
多
忠
良
か
ら
仰

せ
渡
さ
れ
た
。
一
方
、〔
史
料
5
〕
は
、
同
年
五
月
三
日
に
、
旗
本
の
横
瀬
・
堀
・
竹

田
な
ど
一
四
名
と
、
御
目
見
以
下
の
数
寄
屋
坊
主
益
池
了
意
が
家
督
相
続
を
許
さ
れ
た

記
事
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
老
中
列
座
・
若
年
寄
侍
座
の
う
え
、
菊
之
間
に
お
い
て
、

月
番
老
中
の
松
平
信
祝
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た
。

大
名
の
跡
目
は
芙
蓉
之
間
、
旗
本
の
跡
目
は
菊
之
間
で
行
わ
れ
る
と
い
う
区
別
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
い
で
番
入
を
み
よ
う
。
一
般
的
な
旗
本
は
、
中
奥
番
・
小
性
組
・
書
院
番
・
新

番
・
大
番
・
小
十
人
な
ど
の
番
士
に
な
っ
た
の
ち
、
昇
進
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
番
士
に
就
任
す
る
こ
と
を
番
入
と
い
う
。
各
番
士
の
番
入
・
番
替
を
み
よ
う
。

〔
史
料
6
〕　
「
日
記
」
九
月
二
九
日
条

御
小
性
組

滝
川
播
磨
守
組

荒
川
助
九
郎　

同三
浦
肥
後
守
組

細
井
鉄
三
郎　

同小
笠
原
石
見
守
組　

美
濃
部
織
部　

　
　
　
　
（
四
名
略
）

右
中
奥
御
番
被　

仰
付
之
旨
、
於
芙
蓉
之
間
御
老
中
列
座
、
中（
老
中
・
本
多
忠
良
）

務
大
輔
殿
被
仰
渡

之
、
若
年
寄
衆
侍
座

〔
史
料
7
〕　
「
日
記
」
四
月
一
六
日
条

小
普
請

大
岡
忠
四
郎
支
配

中
川
多
宮　
　

同土
屋
甚
助
支
配

間
宮
左
衛
門　

右
大
御
番
江
御
番
入
被　

仰
付
之
旨
、
於
菊
之
間
御
縁
頬
御
老
中
列
座
、
御
（
老
中
・
酒
井
忠
音
）

同
人

被
仰
渡
之
、

〔
史
料
8
〕　
「
日
記
」
九
月
一
三
日
条

払
方
御
納
戸

矢
部
主
膳　
　

大
御
番

杉
浦
出
雲
守
組

森
川
金
十
郎　

　
　
　
　
（
二
名
略
）

右
新
御
番
江
御
番
替
被　

仰
付
之
旨
、
於
中
之
間
御
老
中
列
座
、
中
務
大
輔
殿
被

仰
渡
之
、
若
年
寄
衆
侍
座

〔
史
料
9
〕　
「
日
記
」
五
月
一
三
日
条

小
普
請

建
部
民
部
少
輔
支
配

新
家
勝
之
助　

吉
田
粂
次
郎　

土
屋
甚
助
支
配

丹
波
守
惣
領

�

竹
田
藤
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
（
一
一
名
略
）

大
久
保
下
野
守
組

久
務
子

　
御
数
寄
屋
坊
主�

益
池
了
意　
　

右
御
老
中
列
座
、
伊
豆
守
申
渡
之
、
若
年
寄
衆
侍
座
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〔
史
料
6
〕
は
、
小
性
組
三
名
・
書
院
番
一
名
・
小
普
請
三
名
の
計
七
名
が
中
奥
番
、

〔
史
料
7
〕
は
小
普
請
二
名
が
大
番
、〔
史
料
8
〕
は
納
戸
一
名
・
大
番
二
名
・
西
丸
小

十
人
一
名
の
計
四
名
が
新
番
、〔
史
料
9
〕
は
小
普
請
三
〇
名
が
小
十
人
に
、
そ
れ
ぞ

れ
任
命
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
老
中
列
座
の
う
え
、
月
番
老
中
か
ら
仰
せ

渡
さ
れ
て
い
る
。
異
な
る
の
は
、
申
し
渡
さ
れ
た
部
屋
で
あ
る
。
中
奥
番
は
芙
蓉
之

間
、
大
番
は
菊
之
間
縁
頬（
な
お
、
小
性
組
・
書
院
番
も
同
じ
）、
新
番
は
中
之
間
、
小
十

人
は
躑
躅
之
間
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
任
命
さ
れ
る
役
職
の
格
に
よ
っ
て
、
部
屋
が
決
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
役
職
任
・
免
な
ど
の
記
事
を
み
よ
う
。

柘
植
甚
四
郎　

久
留
嶋
数
馬
支
配

鈴
木
一
学　
　

西
川
次
郎
吉　

板
川
松
之
助　

永
見
新
右
衛
門
支
配

佐
久
間
十
次
郎

奥
村
定
五
郎　

　
　
　
　
（
二
二
名
略
）

右
小
十
人
組
江
御
入
人
被　

仰
付
之
、
百
俵
十
人
扶
持
ゟ
以
下
之
者
者
勤
候
内
百

俵
十
人
扶
持
之
高
被
成
下
旨
、
於
躑
躅
之
間
御
老
中
列
座
、
左（

老
中
・
松
平
乗
邑
）

近
将
監
殿
被
仰
渡

之
、
若
年
寄
衆
侍
座

〔
史
料
10
〕　
「
日
記
」
六
月
六
日
条

牧
野
河
内
守　

名
代　
　
　
　

牧
野
因
幡
守

右
病
気
ニ
付
願
之
通
御
役　
　

御
免
、
雁
之
間
席
被　

仰
付
之
旨
、
於
御
黒
書
院

溜
御
老
中
列
座
、
左
近
将
監
殿
被
仰
渡
之

〔
史
料
11
〕　
「
日
記
」
五
月
二
二
日
条

松
平
玄
蕃
頭　

名
代　
　
　
　

井
上
河
内
守

右
病
気
ニ
付
御
役　
　

御
免
相
願
候
寺
社
奉
行
被
成　
　

御
免
、
御
奏
者
番
者
可

相
勤
旨
、
於
芙
蓉
之
間
ニ
御
老
中
列
座
、
伊
豆
守
申
渡
之

〔
史
料
12
〕　
「
日
記
」
一
二
月
五
日
条

御
勘
定
奉
行

松
平
隼
人
正　

名
代　
　
　
　

神
谷
武
右
衛
門

右
病
気
ニ
付
願
之
通
御
役　
　

御
免
之
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
御
老
中
列
座
、

御（
老
中
・
松
平
信
祝
）

同
人
被
仰
渡
之

〔
史
料
13
〕　
「
日
記
」
八
月
五
日
条

御
蔵
奉
行

曽
根
五
兵
衛　

御
勘
定関　

忠
大
夫　

宮
城
若
狭
守
支
配

大
久
保
内
蔵
助

松
野
豊
後
守
支
配

江
守
伝
十
郎　

右
御
代
官
被　

仰
付
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
御
老
中
列
座
、
左
近
将
監
殿
被
仰

渡
之

御
勘
定

御
蔵
奉
行�

渡
部
才
次
郎　

　
曽
根
五
兵
衛
跡

右
於
同
席
御
老
中
列
座
、
御
同
人
被
仰
渡
之
、
細
田
丹
波
守
召
連
罷
出
候

御
代
官増田

太
兵
衛　
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二

役
職
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
大
名
役
・
諸
大
夫
役
・
布
衣
役
は
、「
奥
」
の
「
御
座
之

間
」
で
、
将
軍
自
ら
命
じ
た
。
享
保
一
九
年
の
場
合
、
そ
の
任
命
は
六
三
名
に
及
ぶ
。

し
か
し
、
布
衣
以
上
の
役
職
で
あ
っ
て
も
、
免
職
は
「
表
」
の
空
間
で
老
中
か
ら
申
し

渡
さ
れ
た
。〔
史
料
10
〕
は
、
京
都
所
司
代
牧
野
英
成
が
、
黒
書
院
溜
に
お
い
て
、
老

中
列
座
の
う
え
、
月
番
老
中
の
松
平
乗
邑
か
ら
免
職
を
仰
せ
渡
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。

ま
た
〔
史
料
11
〕
は
、
奏
者
番
兼
寺
社
奉
行
の
松
平
忠
暁
が
、
芙
蓉
之
間
に
お
い
て
、

月
番
老
中
の
松
平
信
祝
か
ら
寺
社
奉
行
の
免
職
を
、〔
史
料
12
〕
は
、
勘
定
奉
行
の
松

平
政
穀
が
右
筆
部
屋
縁
頬
に
お
い
て
、
同
じ
月
番
老
中
の
松
平
信
祝
か
ら
免
職
を
命
ぜ

ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。
侍
従
の
京
都
所
司
代
は
黒
書
院
溜
、
大
名
役
の
寺
社
奉
行
は
芙

蓉
之
間
、
旗
本
・
諸
大
夫
役
の
勘
定
奉
行
は
右
筆
部
屋
縁
頬
と
、
そ
れ
ぞ
れ
申
し
渡
し

を
受
け
た
部
屋
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
役
職
の
格
が
部
屋
に
反
映
さ
れ
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
〔
史
料
13
〕
は
、
御
目
見
以
上
の
役
職
任
命
の
記
事
で
あ
る
。
前
半
は
、
代
官

と
蔵
奉
行
の
任
命
が
、
右
筆
部
屋
縁
頬
に
お
い
て
、
老
中
の
松
平
乗
邑
に
よ
り
行
わ
れ

た
こ
と
を
示
す
。
後
半
で
は
、
代
官
の
場
所
替
え
と
支
配
所
の
増
高
が
、
同
部
屋
で
仰

せ
渡
さ
れ
て
い
る
。
御
目
見
以
上
の
役
職
の
任
命
は
、
お
お
む
ね
右
筆
部
屋
縁
頬
で
実

（
4
）

図7　祐筆部屋縁頰での任命

註　深井雅海編『江戸時代武家行事儀礼図譜』3巻（東洋書林、2001年）
319頁の図より引用。文章を一部削除した。

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
職
務
に
係
わ
る
申
し
渡
し
も
、
同
部
屋
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る（
図

7
参
照
）。

な
お
、『
森
山
孝
盛
日
記
』
に
よ
る
と
、
孝
盛
は
、
明
和
八
年（
一
七
七
一
）三
月

二
六
日
に
菊
之
間

4

4

4

に
お
い
て
家
督
を
相
続
し
、
安
永
二
年（
一
七
七
三
）
四
月
二
六

日
、
菊
之
間
縁
頬

4

4

4

4

4

に
お
い
て
大
番
に
番
入
を
命
ぜ
ら
れ
、
天
明
四
年（
一
七
八
四
）九
月

一
四
日
、
右
筆
部
屋
縁
頬

4

4

4

4

4

4

に
お
い
て
小
普
請
組
支
配
組
頭
に
昇
進
、
さ
ら
に
、
寛
政
二

年（
一
七
九
〇
）九
月
一
日
、「
奥
」
の
「
御
座
之
間

4

4

4

4

」
に
お
い
て
、
将
軍
か
ら
布
衣
役

4

4

4

の

岡
田
庄
太
夫　

小
林
孫
四
郎　

永
井
孫
次
郎　

右
場
所
替
被　

仰
付
之
旨
、
於
同
席
御
同
人
被
仰
渡
、
同
人
召
連
罷
出
候

御
代
官

御
代
官（
衍
）

室
七
郎
右
衛
門

右
支
配
所
増
高
被　

仰
付
之
旨
、
於
同
席
御
同
人
被
仰
渡
之
、
右
同
人
召
連
罷
出

候



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
三

徒
頭
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
正
に
、
享
保
一
九
年
に
お
け
る
申
し
渡
し
の
部
屋
が
、
そ

の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

ｂ　

官
位
の
申
し
渡
し

官
位
に
つ
い
て
も
、
申
し
渡
す
部
屋
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
み
よ
う
。

（
5
）

〔
史
料
14
〕　
「
日
記
」
一
〇
月
二
一
日
条

井
伊
因
幡
守　

右
被
任
侍
従
之
旨
、
於
御
黒
書
院
溜
御
老
中
列
座
、
左
近
将
監
申
渡
之

〔
史
料
15
〕　
「
日
記
」
一
二
月
一
八
日
条

丹
羽
左
京
大
夫

四
品�

下
総
守
嫡
子　
　
　
　

松
平
熊
千
代　

右
被　

仰
付
之
旨
、
於
御
白
書
院
御
縁
頬
御
老
中
列
座
、
伊
豆
守
申
渡
之

九
鬼
豊
之
助　

関　

三
次
郎　

松
浦
大
膳　
　

森
川
源
之
丞　

　
　
　
　
（
五
名
略
）

御
書
院
番
頭

米
津
小
太
夫　

御
小
性
組
番
頭

福
島
左
兵
衛　

同
高
力
平
八
郎　

同
戸
田
藤
五
郎　

御
勘
定
奉
行

神
谷
武
右
衛
門

小
普
請
奉
行

石
河
庄
五
郎　

西
丸
御
留
守
居

梶
四
郎
兵
衛　

右
諸
大
夫
被　

仰
付
之
旨
、
於
右
同
席
御
老
中
列
座
、
同
人
申
渡
之

定
火
消小笠

原
大
膳　

御
使
番遠山

左
京　
　

　
　
　
　
（
一
〇
名
略
）

元
方
御
納
戸
頭

松
波
金
五
郎　

払
方
御
納
戸
頭

杉
田
源
左
衛
門

西
丸
御
納
戸
頭

上
野
与
惣
兵
衛

奥
御
右
筆
組
頭

蜷
川
八
右
衛
門

同
岡
本
弥
一
郎　

右
布
衣
被　

仰
付
之
旨
、
於
芙
蓉
之
間
御
老
中
・
豊
前
守
殿
列
座
、
同
人
申
渡

之
、
若
年
寄
衆
侍
座

徳
川
鶴
千
代
殿
家
老

山
野
辺
主
水
正

右
者
鶴
千
代
殿
御
願
之
通
家
来
壱
人
諸
大
夫
被　

仰
付
之
旨
、
右
於
同
席
御
老
中

列
座
、
同
人
申
渡
之

〔
史
料
16
〕　
「
日
記
」
八
月
一
五
日
条

小
堀
仁
右
衛
門



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
四

〔
史
料
17
〕
の
一
二
月
一
五
日
に
は
、
朱
印
状
の
交
付
を
三
箇
所
で
行
っ
て
い
る
。

右
布
衣
被　

仰
付
之
旨
、
於
御
右
筆
部
屋
縁
頬
御
老
中
列
座
、
伊
豆
守
殿
被
仰
渡

之
〔
史
料
14
〕
は
、
近
江
彦
根
井
伊
家
の
世
子
直
定
が
、
一
〇
月
二
一
日
、
黒
書
院
溜

に
お
い
て
、
月
番
老
中
の
松
平
乗
邑
か
ら
侍
従
に
任
じ
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、

〔
史
料
15
〕
の
一
二
月
一
八
日
に
は
、
四
品
・
諸
大
夫
・
布
衣
任
命
が
、
集
中
的
に
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
官
位
任
命
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
四
品
は
丹
羽
高
寛
・
松
平
熊
千
代
両
名
が
白
書
院
縁
頬
で
、
諸

大
夫
は
大
名
・
役
人
な
ど
一
六
名
が
同
部
屋
で
、
布
衣
は
諸
役
人
一
七
名
が
芙
蓉
之
間

で
、
月
番
老
中
の
松
平
信
祝
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た
。
四
品
と
諸
大
夫
は
白
書
院
縁
頬
、

布
衣
は
芙
蓉
之
間
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、〔
史
料
15
〕
の
末
尾
に
み
え
る
山
野
辺
主
水
正（
義
達
）は
、
諸
大
夫
の

任
命
で
あ
り
な
が
ら
、
芙
蓉
之
間
で
申
し
渡
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。〔
史
料
16
〕
に
み

え
る
小
堀
仁
右
衛
門（
惟
貞
）も
、
布
衣
の
任
命
で
あ
り
な
が
ら
、
右
筆
部
屋
縁
頬
で
行

事
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
山
野
辺
は
水
戸
家
の
家
老
＝
陪
臣
、
小
堀
は
布
衣
役
で

は
な
い
京
都
代
官
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
部
屋
の
格
を
下
げ
て
、
申
し
渡
し
が
実
行
さ
れ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
ｃ　

朱
印
・
黒
印
下
知
状
の
申
し
渡
し

つ
ぎ
に
、
朱
印
・
黒
印
下
知
状
の
申
し
渡
し
を
み
よ
う
。

〔
史
料
17
〕　
「
日
記
」
一
二
月
一
五
日
条

黒
田
豊
前
守　

本
多
伊
予
守　

右
於
奥
先
達
而
所
替
之　
　

御
朱
印
頂
戴
之
由

佐
竹
右
京
大
夫

右
先
達
而
村
替
之　
　

御
朱
印
於
御
白
書
院
御
縁
頬
御
老
中
列
座
、
伊
豆
守
殿
被

仰
渡
頂
戴
之

土
岐
丹
後
守　

名
代　
　
　
　

　
　
　
土
岐
伊
予
守

本
多
伯
耆
守　

名
代　
　
　
　

　
　
　
本
多
紀
伊
守

右
先
達
而
所
替
之　
　

御
朱
印
於
芙
蓉
之
間
御
老
中
列
座
、
右
御
同
人
被
仰
渡
頂

戴
之

〔
史
料
18
〕　
「
日
記
」
七
月
一
日
条

一
、
稲
葉
佐
渡
守
拝
領
物
於
羽
目
之
間
御
老
中
列
座
頂
戴
之
、
以
後
於
御
黒
書
院

溜　
　

御
黒
印
御
下
知
状
御
老
中
列
座
、
讃
岐
守
殿
御
渡
候

〔
史
料
19
〕　
「
日
記
」
八
月
二
〇
日
条

駿
府
御
城
番

松
平
民
部　
　

右
近
々
発
足
付
而
御
黒
書
院
溜
御
老
中
列
座
江
罷
出
、
伊
豆
守　
　

御
黒
印
御
下

知
状
等
相
渡
之
候

御
使
番徳山

五
兵
衛　

御
小
性
組

　

滝
川
播
磨
守
組

土
屋
長
三
郎　

御
使
番金田

采
女　
　

右
近
々
大
坂
・
駿
府
江
発
足
付
御
黒
書
院
溜
御
老
中
列
座
江
罷
出
、
右
同
人
奉
書

等
相
渡
候



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
五

冒
頭
の
両
名
は
、「
奥
」
で
所
替
え
の
朱
印
状
が
伝
達
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
黒
田
直
邦

は
西
丸
老
中
、
本
多
忠
統
は
若
年
寄
を
務
め
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
あ
と
の
二
箇

所
は
、「
表
」
の
白
書
院
縁
頬
と
芙
蓉
之
間
で
、
月
番
老
中
の
松
平
信
祝
か
ら
、
村
替

え
・
所
替
え
の
朱
印
状
が
仰
せ
渡
さ
れ
た
。
両
者
の
違
い
は
、
佐
竹
義
峯
は
二
〇
万

五
八
〇
〇
石
余
の
国
持
大
名
、
土
岐
頼
稔
は
三
万
五
〇
〇
〇
石
、
本
多
正
矩
は
四
万
石

の
一
般
的
な
大
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
時
、
土
岐
は
京
都
所
司
代
、
本
多
は
奏
者
番

を
務
め
て
お
り
、
と
く
に
土
岐
が
在
府
し
て
い
れ
ば
、「
奥
」
で
伝
達
さ
れ
た
可
能
性

も
あ
る
。

〔
史
料
18
〕
は
、
大
坂
城
代
の
稲
葉
正
親
が
赴
任
に
あ
た
っ
て
黒
印
下
知
状
を
、〔
史

料
19
〕
の
冒
頭
は
、
駿
府
城
番
の
松
平
民
部
が
同
じ
く
発
足
に
あ
た
っ
て
黒
印
下
知
状

を
、
月
番
老
中
か
ら
渡
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
役
職
の
格
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

共
に
伝
達
場
所
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
黒
印
下
知
状
の
伝
達
は
、
黒
書
院
溜
で
行

わ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
末
の
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）七
月
二
八
日
に
箱
館
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
村
垣
範
正
が
、
任
地
に
赴
く
に

あ
た
っ
て
、
老
中
か
ら
下
知
状
と
同
役
堀
利
煕
へ
の
奉
書
を
渡
さ
れ
た
九
月
二
九
日
の

「
日
記
」
に
、「
松
溜

4

4

（
黒
書
院
溜
）定
例

4

4

之
処
、
御
見
分
物
ニ
而
差
支
、
此
御
席（
竹
之
間
）

ニ
相
成
ル
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
諸
役
人
に
奉

書
を
渡
す
部
屋
に
つ
い
て
も
、
黒
書
院
溜
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
、〔
史
料
19
〕
の
後

半
に
み
え
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

ｄ　

拝
領
物
・
褒
美
下
賜
の
申
し
渡
し

つ
い
で
、
拝
領
物
と
褒
美
の
下
賜
を
み
よ
う
。

（
6
）

〔
史
料
20
〕　
「
日
記
」
六
月
二
八
日
条

一
、
土
岐
丹
後
守
拝
領
物
、
於
羽
目
之
間
御
老
中
列
座
頂
戴
之

一
、
大
久
保
山
城
守
・
酒
井
山
城
守
・
丹
羽
式
部
少
輔
・
酒
井
紀
伊
守
・
藤
堂
肥

後
守
・
窪
田
肥
前
守
拝
領
物
、
御
白
書
院
御
縁
頬
・
芙
蓉
之
間
於
両
席
御
老
中

列
座
頂
戴
之
、
両
組
中
江
之
拝
領
物
右
両
人
江
左
近
将
監
殿
被
仰
渡
之

一
、
両
組
頭
拝
領
物
、
於
躑
躅
之
間
左
近
将
監
殿
出
座
頂
戴
之

〔
史
料
21
〕　
「
日
記
」
一
一
月
一
五
日
条

一
、
太
田
備
中
守
拝
領
物
、
於
羽
目
之
間
御
老
中
列
座
頂
戴
之
、
以
後
於
御
黒
書

院
溜　
　

御
黒
印
御
下
知
状
御
老
中
列
座
、
御
同
人
御
渡
候

一
、
水
野
丹
波
守
拝
領
物
、
於
芙
蓉
之
間
御
老
中
列
座
、
御
同
人
被
仰
渡
、
若
年

寄
衆
侍
座

〔
史
料
22
〕　
「
日
記
」
五
月
二
五
日
条

小
普
請
奉
行

金
三
枚

時
服
二�

山
岡
但
馬
守　

右
紅
葉
山　
　

御
宮
後
土
手
并
吹
上
御
茶
屋
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、

於
御
芙
蓉
之
間
御
老
中
列
座
、
伊
豆
守
申
渡
之
、
若
年
寄
衆
侍
座

小
普
請
方

銀
十
枚�

生
野
弥
三
郎　

右
同
断　
　

御
宮
後
土
手
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
御
右
筆
部
屋

縁
頬
同
人
申
渡
之
、
若
年
寄
衆
侍
座
、
石
野
筑
前
守
召
連
罷
出
候

小
普
請
方

銀
五
枚�

木
村
三
右
衛
門

右
吹
上
御
茶
屋
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
同
席
同
人
申
渡
之
、
若

年
寄
衆
侍
座
、
石
野
筑
前
守
召
連
罷
出
候

〔
史
料
20
〕
の
一
条
目
は
、
京
都
所
司
代
と
し
て
赴
任
す
る
土
岐
丹
後
守（
頼
稔
）に

対
す
る
拝
領
物
下
賜
、
二
条
目
は
、
大
久
保
山
城
守（
忠
胤
）・
酒
井
山
城
守（
忠
休
）・



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
六諏

訪
若
狭
守
組

助
五
郎
子

加
藤
長
七　
　

名
代　
　
　
　

　
　
川
俣
庄
右
衛
門

西
丸
御
膳
所
御
台
所
人

与
十
郎
惣
領

石
崎
伴
三
郎　

表
御
台
所
人

源
七
郎
惣
領

　
表
御
台
所
人�

高
橋
義
左
衛
門

右
御

（
老
中
松
平
乗
邑
）

同
人
被
仰
渡
之
、
若
年
寄
衆
侍
座

〔
史
料
24
〕　
「
日
記
」
一
二
月
二
二
日
条

　
　
　
　
　

御
納
戸
前

　
　
　
　
　
　

隠
居
家
督

大
久
保
下
野
守
組

堤
丈
右
衛
門　

名
代　
　
　
　

　
　
光
岡
兵
助

実
子同　

市
之
進　

御
鉄
炮
師

胝　

惣
八
郎　

実
子同　

伊
八
郎　

右
若
年
寄
衆
列
座
、
西
尾
隠
岐
殿
被
申
渡
候
由

〔
史
料
25
〕　
「
日
記
」
一
一
月
七
日
条

　
　
　
　
　

御
納
戸
前

　
　
　
　
　
　

跡
目

御
鍛
冶

市
之
丞
子

下
坂
辺
八　
　

〔
史
料
23
〕　
「
日
記
」
三
月
二
日
条

　
　
　
　

躑
躅
之
間

　
　
　
　
　

跡
目

丹
羽
式
部
少
輔（
薫
氏
）の
三
名
は
大
坂
加
番
と
し
て
の
暇
、
酒
井
紀
伊
守（
忠
貫
）・
藤

堂
肥
後
守（
良
端
）両
名
は
大
坂
城
在
番
と
し
て
赴
任
す
る
大
番
頭
の
暇
、
窪
田
肥
前
守

（
忠
任
）は
長
崎
奉
行
と
し
て
の
暇
の
と
き
の
拝
領
物
下
賜
、
三
条
目
の
両
組
頭
は
、
大

番
頭
の
酒
井
・
藤
堂
の
部
下
と
し
て
大
坂
へ
赴
く
際
の
拝
領
物
下
賜
で
あ
る
。
ま
た

〔
史
料
21
〕
の
一
条
目
は
、
大
坂
城
代
と
し
て
赴
任
す
る
太
田
備
中
守（
資
晴
）に
対
す

る
拝
領
物
下
賜
、
二
条
目
の
水
野
丹
波
守（
分
質
）は
、
太
田
に
大
坂
城
を
引
き
渡
す
た

め
派
遣
さ
れ
る
小
性
組
番
頭
で
あ
り
、
そ
の
暇
の
拝
領
物
下
賜
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
京
都
所
司
代
や
大
坂
城
代
に
対
す
る
下
賜
は
羽
目
之
間
、
大
名
の
大
坂
加
番
に

対
す
る
下
賜
は
白
書
院
縁
頬
、
旗
本
諸
大
夫
役
の
大
番
頭
・
小
性
組
番
頭
・
長
崎
奉
行

に
対
す
る
下
賜
は
芙
蓉
之
間
、
御
目
見
以
上
の
役
で
あ
る
大
番
組
頭
に
対
す
る
下
賜
は

躑
躅
之
間
と
い
う
区
別
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

か
か
る
区
別
は
、
褒
美
下
賜
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。〔
史
料
22
〕
は
、
紅
葉
山
東

照
宮
後
の
土
手
や
、
吹
上
に
あ
る
茶
屋
の
普
請
を
務
め
た
小
普
請
方
役
人
に
対
す
る
褒

美
下
賜
の
記
事
で
あ
る
。
諸
大
夫
役
の
小
普
請
奉
行
は
芙
蓉
之
間
、
御
目
見
以
上
の
役

の
小
普
請
方
は
右
筆
部
屋
縁
頬
で
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
（
二
）　

御
家
人
・
大
名
家
臣
に
対
す
る
申
し
渡
し

　
　
　
　
　
ａ　

御
家
人
の
跡
目
に
関
す
る
申
し
渡
し

ま
ず
、
御
家
人
の
跡
目
に
関
す
る
申
し
渡
し
か
ら
み
よ
う
。



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
七

「
天
保
年
間
諸
役
大
概
順
」
に
よ
る
と
、
御
目
見
以
下
の
御
家
人
に
つ
い
て
は
、
譜

代
席
・
譜
代
准
席（
二
半
場
）・
抱
の
三
つ
の
身
分
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
譜
代
席
は
、「
上

下
役
、
熨
斗
目
・
白
帷
子
・
継
上
下
着
用
」
で
、
躑
躅
之
間

4

4

4

4

に
お
い
て
家
督
相
続
が
許

さ
れ
る
身
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、
身
分
は
譜
代
席
で
あ
っ
て
も
、「
上
下
役
」
以
下
の

者
は
、
羽
織
・
袴
を
着
用
し（
熨
斗
目
な
ど
は
着
用
不
可
）、
焼
火
之
間

4

4

4

4

に
お
い
て
家
督
相

続
が
許
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、享
保
一
九
年
の「
日
記
」で
は
み
あ
た
ら
な
い
。

譜
代
准
席
は
、
天
保
末
年
以
前
に
は
「
二
半
場
」
と
称
し
、
役
職
に
よ
っ
て
は
、
熨
斗

目
・
白
帷
子
・
継
上
下
を
着
用
し
、「
席
」
に
お
い
て
家
督
相
続
が
許
さ
れ
た
。
抱
の

者
は
一
代
抱
で
、
隠
居
相
続
は
許
さ
れ
ず
、「
身
寄
」
の
者
が
新
た
に
抱
入
と
し
て
採

用
さ
れ
た
。

〔
史
料
23
〕
は
、
躑
躅
之
間
で
、
若
年
寄
侍
座
の
う
え
、
月
番
老
中
か
ら
跡
目
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
譜
代
席
上
下
役
の
者
の
家
督
相
続
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、〔
史
料

24
〕
と
〔
史
料
25
〕
は
、
若
年
寄
か
ら
納
戸
前

4

4

4

に
お
い
て
、
跡
目
を
申
し
渡
さ
れ
て
い

る
の
で
、「
上
下
役
」
以
下
の
者
、
あ
る
い
は
「
鉄
炮
師
」・「
鍛
冶
」
な
ど
の
職
人
の

相
続
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
御
家
人
の
内
で
も
上
下
役
か
否
か
に
よ
っ
て
格
差
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
以
下
の
者
は
「
納
戸
前
」
で
家
督
を
申
し
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

ｂ　

役
職
任
命
の
申
し
渡
し

御
家
人
役
に
つ
い
て
も
、
役
職
に
よ
っ
て
申
し
渡
す
部
屋
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
み
て
み
よ
う
。

（
7
）

右
本
多
伊
予
殿
被
申
渡
候

〔
史
料
26
〕　
「
日
記
」
三
月
一
八
日
条

富
士
見　

御
宝
蔵
番
ゟ

御
鳥
見�

津
田
吉
三
郎　

右
被　

仰
付
之
旨
、
於
躑
躅
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
太
田
備
中
殿
被
申
渡
候
之
由

小
普
請

松
平
阿
波
守
組
ゟ

御
屋
敷
添
番�

遠
山
伝
四
郎　

大
久
保
下
野
守
組
ゟ

一
位
様　
　

　

奥
火
之
番 �

小
林
彦
十
郎　

�

松
平
阿
波
守
組　
　

児
島
十
蔵　
　

御
勘
定
奉
行
支
配
ゟ

進
物
取
次
上
番�

稲
森
勘
三
郎　

右
被　

仰
付
之
旨
、
於
焼
火
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
右
同
人
被
申
渡
候
由

〔
史
料
27
〕　
「
日
記
」
四
月
一
日
条

御
徒

蜂
屋
民
部
組

美
濃
部
一
学
組
与
頭�

阿
佐
美
左
太
夫

　
　

松
井
定
右
衛
門
跡

同神
保
源
五
左
衛
門
組

同
組
与
頭�

大
井
市
右
衛
門

　
　
藤
田
喜
右
衛
門
跡

右
於
躑
躅
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
本
多
伊
予
殿
被
申
渡
候
由

〔
史
料
28
〕　
「
日
記
」
三
月
八
日
条

御
数
寄
屋

御
数
寄
屋
組
頭�

原
田
平
入　
　

　
　

加
藤
春
悦
跡

右
被　

仰
付
之
旨
、
於
躑
躅
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
太
田
備
中
殿
被
申
渡
候
由

〔
史
料
29
〕　
「
日
記
」
七
月
二
七
日
条

大
久
保
下
野
守
組

一
位
様　
　
　

　

御
広
敷
添
番�

卯
木
伊
左
衛
門

右
被　

仰
付
之
旨
、
於
焼
火
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
本
多
伊
予
殿
被
申
渡
候
由



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
八

役
職
に
任
命
さ
れ
る
部
屋
は
、
躑
躅
之
間
と
焼
火
之
間
の
二
通
り
み
ら
れ
る
。鳥
見
・

徒
組
頭
・
数
寄
屋
組
頭
な
ど
は
躑
躅
之
間
、
屋
敷
添
番
・
奥
火
之
番
・
進
物
取
次
上

番
・
広
敷
添
番
な
ど
は
焼
火
之
間
で
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
役
職
の
身
分
や
役
高
を

み
る
と
、
鳥
見
は
譜
代
席
で
八
〇
俵
高
、
徒
組
頭
は
抱
で
一
五
〇
俵
高
、
数
寄
屋
組
頭

は
譜
代
准
席
で
四
〇
俵
持
扶
持
、
屋
敷
添
番
は
不
明
、
奥
火
之
番
は
譜
代
席
で
八
〇
俵

高
、
進
物
取
次
上
番
は
譜
代
席
で
五
〇
俵
持
扶
持
、
広
敷
添
番
は
譜
代
席
で
一
〇
〇
俵

高
で
あ
る
。
ま
た
役
順
を
み
る
と
、
躑
躅
之
間
で
命
を
う
け
た
鳥
見
は
御
目
見
以
下
の

一
位
、
徒
組
頭
は
一
四
位
と
上
位
に
あ
る
が
、
数
寄
屋（
坊
主
）組
頭
は
一
一
〇
位
と
下
位

の
方
で
あ
る
。
他
方
、
焼
火
之
間
で
命
を
う
け
た
広
敷
添
番
は
二
一
位
、
奥
火
之
番
は

三
七
位
、
進
物
取
次
上
番
は
四
八
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
躑
躅
之
間
と
焼
火
之
間

に
分
け
る
基
準
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
ｃ　

拝
領
物
・
褒
美
下
賜
の
申
し
渡
し

つ
ぎ
に
、
拝
領
物
と
褒
美
の
下
賜
を
み
よ
う
。

〔
史
料
30
〕　
「
日
記
」
五
月
二
五
日
条

小
普
請
方
改
役

銀
七
枚�

藤
井
孫
十
郎　

右
紅
葉
山　
　

御
宮
後
土
手
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
躑
躅
之
間

若
年
寄
衆
列
座
、
水
野
壱
岐
殿
被
申
渡
候

小
普
請
方
改
役

銀
三
枚�

水
野
三
右
衛
門

右
吹
上
御
茶
屋
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
同
席
若
年
寄
衆
列
座
、

同
人
被
申
渡
候

棟
梁

銀
七
枚�

依
田
淡
路　
　

右
紅
葉
山　
　

御
宮
後
土
手
并
吹
上
御
茶
屋
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、

於
焼
火
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
同
人
被
申
渡
候

棟
梁

銀
二
枚�

大
谷
平
太
夫　

右
吹
上
御
茶
屋
御
普
請
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
同
席
若
年
寄
衆
列
座
、

同
人
被
申
渡
候

〔
史
料
31
〕　
「
日
記
」
三
月
一
六
日
条

御
徒
目
付

金
十
両�

内
田
惣
左
衛
門

右
道
中
筋
為
御
用
被
遣
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
焼
火
之
間
若
年
寄
衆
列
座
、
太
田

備
中
殿
被
申
渡
候

〔
史
料
32
〕　
「
日
記
」
一
二
月
二
七
日
条

観
世
太
夫
忰

十
人
扶
持�

観
世
三
十
郎　

藤
右
衛
門
忰

五
人
扶
持�

山
田
吉
右
衛
門

右
御
能
之
節
罷
出
候
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
焼
火
之
間
西
尾
隠
岐
殿
被

申
渡
候
由

部屋
行事

白書院
縁頰

黒書院
溜 羽目間 雁間 芙蓉間 右筆部屋

縁頰 菊間 菊間
縁頰 躑躅間 焼火間 檜間

跡目申渡 大名 旗本 御家人

拝領物・褒美下賜 大名 所司代・
城代・高家

旗本
諸大夫役 旗本役 御家人身分

の旗本役 御家人役他 大名家来

番入 中奥番 書院番・
大番など

小十人・
納戸など

役職任・免他 所司代・
奏者番免職

寺社奉行
免職 旗本役 御家人役 御家人役他

官位仰付 四品・
諸大夫 侍従 布衣

内書・奉書渡 旗本役 旗本役 旗本役 御三家使者 大名使者
朱印・下知状伝達 国持大名 城代・旗本役 大名
巣鷹・鶴・雁下賜 御三家 大名 大名
大名使者と逢 御三家使者 大名使者



江
戸
幕
府
の
政
治
運
営
に
見
る
格
式

一
一
九

〔
史
料
33
〕　
「
日
記
」
一
一
月
九
日
条

秋
元
但
馬
守
家
来

時
服
三
羽
織�

高
山
伝
右
衛
門

時
服
二
羽
織�

木
呂
子
吉
兵
衛

同�

村
岡
兵
右
衛
門

同�

根
岸
源
兵
衛　

同�

加
藤
角
太
夫　

右
仙
波　
　

御
宮
御
修
復
御
用
相
勤
候
ニ
付
被
下
之
旨
、
於
檜
之
間
御
（
老
中
・
酒
井
忠
音
）

同
人
被

仰
渡
頂
戴
之

〔
史
料
34
〕　
「
日
記
」
一
二
月
一
六
日
条

南
部
修
理
太
夫
家
来

時
服
二�

関　

新
兵
衛　

右
御
馬
御
用
相
勤
候
ニ
付
為
御
褒
美
被
下
旨
、
於
檜
之
間
右
御
（
老
中
・
松
平
信
祝
）

同
人
被
仰
渡
、

拝
領
物
頂
戴
之
、
馬
役
之
者
江
も
銀
子
被
下
之
旨
書
付
を
以
新
兵
衛
江
御
同
人
被

仰
渡
之

〔
史
料
30
〕
は
、〔
史
料
22
〕
で
紹
介
し
た
小
普
請
方
役
人
に
対
す
る
褒
美
下
賜
の

記
事
の
続
き
で
あ
る
。
既
述
し
た
ご
と
く
、
諸
大
夫
役
の
小
普
請
奉
行
は
芙
蓉
之
間
、

御
目
見
以
上
の
役
の
小
普
請
方
は
右
筆
部
屋
縁
頬
で
月
番
老
中
か
ら
申
し
渡
さ
れ
た

が
、
同
じ
御
目
見
以
上
の
役
の
小
普
請
方
改
役

4

4

は
、
躑
躅
之
間
で
、
月
番
若
年
寄
か
ら

褒
美
下
賜
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
役
の
藤
井
孫
十
郎（
智
恒
）・
水
野
三
右
衛
門

（
穠
孝
）両
名
が
、
当
時
御
家
人
身
分
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
両
名
は
、

後
年
の
元
文
三
年（
一
七
三
八
）に
「
班
を
す
す
め
ら
れ
て
」
旗
本
に
列
し
、
小
普
請
方

に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
享
保
一
九
年
当
時
は
御
家
人
身
分
の
ま
ま
旗
本

役
を
務
め
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
格
下
の
躑
躅
之
間
で
、
若
年
寄
か
ら
申
し

渡
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
8
）

部屋
行事

白書院
縁頰

黒書院
溜 羽目間 雁間 芙蓉間 右筆部屋

縁頰 菊間 菊間
縁頰 躑躅間 焼火間 檜間

跡目申渡 大名 旗本 御家人

拝領物・褒美下賜 大名 所司代・
城代・高家

旗本
諸大夫役 旗本役 御家人身分

の旗本役 御家人役他 大名家来

番入 中奥番 書院番・
大番など

小十人・
納戸など

役職任・免他 所司代・
奏者番免職

寺社奉行
免職 旗本役 御家人役 御家人役他

官位仰付 四品・
諸大夫 侍従 布衣

内書・奉書渡 旗本役 旗本役 旗本役 御三家使者 大名使者
朱印・下知状伝達 国持大名 城代・旗本役 大名
巣鷹・鶴・雁下賜 御三家 大名 大名
大名使者と逢 御三家使者 大名使者

表7　申し渡し内容と部屋の関係

註　享保19年の「幕府日記」（松尾美恵子監修『学習院大学図書館所蔵丹鶴城旧蔵幕府史料』1巻、ゆまに書房、
2007年、所収）により作成。
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一
二
〇

一
方
、
一
般
的
な
御
家
人
役
の
徒
目
付
や
、
棟
梁
な
ど
の
職
人
・
能
役
者
は
、〔
史

料
30
〕
の
後
半
や
〔
史
料
31
・
32
〕
に
見
え
る
と
お
り
、
焼
火
之
間
で
月
番
若
年
寄
よ

り
命
を
受
け
た
。

ま
た
〔
史
料
33
〕
は
、
武
蔵
川
越
城
主（
六
万
石
）秋
元
但
馬
守（
喬
房
）の
家
来
五
名

が
、
仙
波
宮
の
修
復
を
務
め
た
こ
と
に
よ
り
、〔
史
料
34
〕
は
、
陸
奥
盛
岡
城
主（
一
〇
万

石
）南
部
修
理
大
夫（
利
視
）の
家
来
が
「
御
馬
御
用
」
を
務
め
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
月
番
老
中
か
ら
、
檜
之
間
に
お
い
て
、
褒
美
下
賜
を
仰
せ
渡
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
大
名
家
臣
＝
陪
臣
へ
の
下
賜
は
檜
之
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
迄
み
て
き
た
、
老
中
・
若
年
寄
に
よ
る
申
し
渡
し
内
容
と
部
屋
の
関
係
に
つ
い
て

ま
と
め
た
の
が
、
表
7
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
申
し
渡
し
を
受
け
る
部
屋
は
、
格

に
よ
っ
て
、
大
き
く
三
つ
に
分
類
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
白
書
院
縁
頬
・
黒
書
院
溜
・

羽
目
之
間
・
雁
之
間
・
芙
蓉
之
間
で
は
、
大
名
や
大
名
役
・
旗
本
の
う
ち
布
衣
役
以
上

が
申
し
渡
し
を
受
け
て
お
り
、
格
の
高
い
部
屋
と
い
え
る
。
御
目
見
以
上
の
一
般
的
な

旗
本
は
、
菊
之
間
で
跡
目
、
そ
の
縁
頬
で
番
入
を
行
い
、
右
筆
部
屋
縁
頬
で
他
の
役
職

に
昇
進
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
部
屋
は
使
用
頻
度
が
高
く
、
全
体
の
三
三
％

を
占
め
る
。
格
の
低
い
部
屋
は
、
躑
躅
之
間
・
焼
火
之
間
・
檜
之
間
の
三
部
屋
で
、
主

に
御
家
人
や
陪
臣
が
申
し
渡
し
を
受
け
た
。
そ
の
中
で
も
、
躑
躅
之
間
と
焼
火
之
間
は

御
家
人
、
檜
之
間
は
陪
臣
と
い
う
区
別
が
あ
っ
た
。
と
く
に
躑
躅
之
間
は
利
用
度
が
高

く
、
全
体
の
三
〇
％
近
く
の
人
が
、
こ
こ
で
申
し
渡
し
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

む　

す　

び　

に　

か　

え　

て

将
軍
へ
の
謁
見
の
場
所
や
、
老
中
・
若
年
寄
に
よ
る
申
し
渡
し
が
行
わ
れ
る
部
屋
を

み
る
と
、
日
常
的
に
行
わ
れ
る
政
治
の
舞
台
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
場
所
は
、
図
8

に
示
し
た
ご
と
く
、
将
軍
が
月
次
に
出
御
す
る
黒
書
院
と
白
書
院
、
及
び
そ
の
東
側
に

位
置
す
る
空
間
で
あ
る
。
と
く
に
、
日
常
的
に
行
わ
れ
る
謁
見
は
、
月
次
御
礼
の
式
の

な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
当
初
将
軍
の
職
務
を
軽
減
す
る
こ
と
に

目
的
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
的
に
格
を
細
か
く
設
定
す
る
こ
と
に
つ
な

が
り
、
ひ
い
て
は
格
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

格
を
設
定
す
る
基
準
は
、
将
軍
と
の
距
離
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
老
中
・
若
年
寄
に
よ

る
申
し
渡
し
の
場
に
も
適
用
さ
れ
た
。
図
8
に
見
え
る
、
格
の
高
い
松
溜（
溜
之
間
）・

羽
目
之
間
・
雁
之
間
・
芙
蓉
之
間
な
ど
は
、
将
軍
の
御
座
所
で
あ
る
黒
書
院
上
段
に
近

く
、
格
の
低
い
焼
火
之
間
・
躑
躅
之
間
・
檜
之
間
は
遠
い
。
一
般
的
な
旗
本
に
使
用
さ

れ
る
菊
之
間
・
菊
之
間
縁
頬
・
右
筆
部
屋
縁
頬
は
、
そ
の
中
間
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
将
軍
へ
の
謁
見
の
と
き
の
み
な
ら
ず
、
日
常
的
に
行
わ
れ
る
、
老

中
・
若
年
寄
に
よ
る
政
治
行
為
の
場
に
あ
っ
て
も
、
将
軍
と
の
距
離
を
意
識
さ
せ
る
部

屋
割
り
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
将
軍
の
権
威
を
高
め
、
ま
た
格
を
細
か
く
設
定
す

る
こ
と
に
よ
り
秩
序
を
維
持
し
、
政
治
の
安
定
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

註（
1
）　

こ
の
「
幕
府
日
記
」
は
、
吉
成
香
澄
氏
の
「
解
説
」
に
よ
る
と
、
奏
者
番
の
記
録
と
さ
れ

る
。
実
際
、
引
用
史
料
の
謁
見
者
の
右
側
に
記
さ
れ
る
官
職
名
は
、
当
時
の
奏
者
番
の
官
職
名

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、〔
史
料
1
〕
の
「
三
浦
長
門
守
」
右
の
「
伯
耆
」
は
本
多
伯
耆
守
、「
水

野
勘
解
由
」
右
の
「
隠
岐
」
は
西
尾
隠
岐
守
、「
松
平
主
膳
」
右
の
「
主
水
」
は
高
木
主
水
正

の
こ
と
で
あ
る（
享
保
一
九
年
の
「
享
保
武
鑑
」
参
照
）。
こ
れ
は
、
各
謁
見
者
の
姓
名
や
献
上

品
を
将
軍
に
披
露
す
る
担
当
者
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

東
京
帝
国
大
学
編
纂
『
大
日
本
古
文
書　

幕
末
外
国
関
係
文
書　

附
録
之
三
』（
東
京
帝
国

大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
、
一
九
二
一
年
）。

（
3
）　

深
井
雅
海
「
将
軍
の
言
葉
に
見
る
格
式
─
寛
政
四
〜
七
年
「
御
意
之
振
」
の
紹
介
・
分
析

を
中
心
に
─
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」』
五
〇
号
、
二
〇
一
六
年
）。
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（
4
）　

深
井
雅
海
『
日
本
近
世
の
歴
史
3　

綱
吉
と
吉
宗
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）

二
八
一
頁
の
表
34
参
照
。

（
5
）　
『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成
二　

三
都
篇
Ⅱ
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
七
年
）。

（
6
）　
「
村
垣
淡
路
守
公
務
日
記
之
八
」（『
大
日
本
古
文
書　

幕
末
外
国
関
係
文
書　

附
録
之
四
』

東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
、
一
九
二
六
年
）。

（
7
）　

徳
川
黎
明
会
編
『
徳
川
礼
典
録（
下
）』（
復
刻
本
、
原
書
房
、
一
九
八
二
年
）七
〇
〇
頁
。

（
8
）　
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
〜
一
九
六
六
年
）の
二
一

巻
、
二
一
七
頁
、「
藤
井
智
恒
」
の
項
に
は
、「
小
普
請
の
改
役
と
な
り
、
拝
謁
を
ゆ
る
さ
る
。

元
文
三
年
七
月
二
十
四
日
班
を
す
ゝ
め
ら
れ
て
小
普
請
方
に
転
じ
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
、
六
巻

一
〇
五
頁
、「
水
野
穠
孝
」
の
項
に
も
、「
小
普
請
方
の
改
役
に
う
つ
り
、
拝
謁
を
ゆ
る
さ
る
。

元
文
三
年
十
一
月
十
九
日
班
を
す
ゝ
め
ら
れ
て
小
普
請
方
と
な
る
」
と
あ
る
。
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東西

註　「御本丸表向御座敷絵図」（『徳川礼典録附図』）により作成。 は格の高い部屋、
は格の低い部屋、 はその中間を示す。

図8　日常の政治空間


